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「（仮称）文京区手話言語条例」及び「（仮称）文京区障害者による情報の取得及び利用並び

に意思疎通の促進に関する条例」の基本的な考え方に対する意見等について 

 

１ パブリックコメント等の実施結果 

 開催日 

募集期間 
会場 

参加者数 

意見等提出者数 
意見等件数 

文京区障害者 

差別解消支援 

地域協議会 

（第１回） 

10 月 27 日（金） 

文京シビック 

センター 

障害者会館 

委員 18 人 ７件 

パブリック 

コメント 

11 月１日（水）から 

11 月 30 日（木）まで 
― 

23人 

【電子メール 11 人 

持参 12人（※）】 

59件 

【電子メール 37 件 

持参 22件】 

区民説明会 

（第１回） 
11月８日（水） 

文京シビック 

センター 

障害者会館 

27人 18件 

区民説明会 

（第２回） 
11月 22日（水） 

文京区勤労福

祉会館 
24人 17件 

              

（※）持参 12人の内訳  

 

  

紙による提出８人 

手話言語による意見等の動画を保存した光ディスクによる提出４人 
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２ 文京区障害者差別解消支援地域協議会での意見等 

⑴ （仮称）文京区手話言語条例（以下、「手話言語条例」という。）の基本的な考え方について

の意見等 

No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

1 基本的な考え方を作成するに当たり、

区内で手話通訳を行っている団体や聴

覚障害者団体から意見聴取を行ったか。 

 

文京区聴覚障害者協会及び文京手話

会と意見交換を重ね、手話言語条例の基

本的な考え方を作成しました。 

 

 ⑵ （仮称）文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例（以

下、「意思疎通促進条例」という。）の基本的な考え方についての意見等 

No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

1 知的障害者が会議を傍聴する際には、

会議の内容を分かりやすく伝える支援

者が必要になる。そのような支援者の配

置を行う費用を区の予算として確保す

ることが重要である。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、今後検討してまいります。 

 

2 情報の取得及び利用並びに意思疎通

の手段に、家族や付添人による意思疎通

支援を追記するべき。 

家族や付添人による意思疎通支援は、

「その他障害者が日常生活又は社会生

活を営む上で必要とする情報の取得及

び利用並びに意思疎通の手段」に含まれ

ると考えております。 

 

3 情報の取得及び利用並びに意思疎通

の手段に、分身ロボットの活用を追記す

るべき。 

 

 分身ロボットの活用は、「その他障害

者が日常生活又は社会生活を営む上で

必要とする情報の取得及び利用並びに

意思疎通の手段」に含まれると考えてお

ります。 

 

 

 ⑶ ⑴または⑵の指定なしの意見 

No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

1 ろう者以外の言語が発することがで

きない障害者の支援も考えていただき

たい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、今後検討してまいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

2 傍聴が可能な会議に手話通訳者を配

置する場合は、会議に手話通訳者が配置

されることをろう者に周知して、ろう者

の傍聴参加を促進するべき。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、今後検討してまいります。 

 

3 「施策の推進、実施状況の点検及び見

直しを行うに当たり、（中略）当事者団体

から意見を聴取する機会を設けるもの

とします。」とされているが、当事者団体

の構成員でない障害者の意見を聴取し

ないように解釈できるため、「当事者団

体等から意見を聴取する機会を設ける」

に変更し、当事者団体の構成員でない障

害者からも意見を聴取できるようにす

るべき。 

 

当事者団体との意見交換は、現在も定

期又は不定期に行っており、その取組を

参考にしながら実施することを想定し

ております。 

また、当事者団体に属さない障害者の

意見は、区の窓口や関係機関等への相談

のほか、日々の支援の中で把握し、施策

の推進のために必要な意見については

活用していきたいと考えております。 
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３ パブリックコメント 

⑴ 手話言語条例の基本的な考え方についての意見等 

No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

1 条例の内容が抽象的で、区民がどのよ

うに関わっていくのか、何ができるのか

が見えてこない。条例が制定されて終わ

りではない。条例が施行された後の施策

が非常に重要である。 

ろう者の困り事がどのように改善、解

消されるのか、健聴者の区民は何をすれ

ばいいのか、施策において具体的に、明

確に示してほしい。 

拘束力がないとしても、条例がただの

理想論になってしまわないよう、実効力

のある施策を実施してほしい。そして、

慎重に検討すると同時に、スピード感を

もって進めてほしい。 

 

本条例では、区としての基本理念をお

示ししておりますが、ご意見を参考とさ

せていただき、具体的な施策について、

検討してまいります。 

 

2 「手話言語条例を必要とする者とは、

ろう者、難聴者、中途失聴者等をいいま

す。」とあり、「等」に盲ろう者が入って

いることは理解できるが、盲ろう者は、

除け者になっていると感じている。誰一

人残さない社会という意味からも、「盲

ろう者」という言葉を明記してほしい。 

 

「手話言語を必要とする者とはろう

者、難聴者、中途失聴者等をいいます。」

について、「手話言語を必要とする者と

はろう者、難聴者、中途失聴者、盲ろう

者等をいいます。」に修正します。 

3 今までのろう者の歴史を考えると、と

ても踏み込んだ内容になっていて素晴

らしいと思う。しかし、この内容を実現

させていくためには、文京区に関わる全

ての方々への周知が大事になると思う。

現在は極一部の人が知っているのみな

ので、これから文京区が実際にどのよう

に変わっていくのかを注視したいと思

う。聴覚障がいの方々が暮らしやすいと

いうことは、他の障がい者や高齢者、外

国籍の方々の暮らしやすさにも繋がる

ので、区役所が先陣を切って変えていく

ことを期待している。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

なお、条例の周知方法は、パンフレッ

トの配付、区ホームページ・区報への掲

載等を想定しておりますが、当事者団体

と意見交換をしながら周知方法を検討

してまいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

4 この条例の制定を機に、区民の方々が

簡単な手話を身につけられるようにし

てほしい。多くの方は英語で「こんにち

は」「元気？」などの挨拶や簡単な会話を

することができるかと思う。手話通訳者

を増やすためにも裾野を広めることが

肝心である。いつでもどこでも手話言語

を第一言語とする方々が、安心して暮ら

せるためにも是非行ってほしい。特に現

在、手話言語を第一言語とする方々が通

っている医療機関や介護施設、学校など

の関係者には積極的かつ重点的に手話

を広める活動を進めていっていただけ

たらと思う。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

5 医療従事者は患者の訴えを聞き治療

することが任務である。そのために手話

通訳者の手配をするのは必須かと思う。

手話を第一言語とする方々が通訳依頼

をするのではなく、医療従事者側が通訳

依頼を行うように変えていってほしい。

これは医療現場に限ったことではなく、

学校や役所、また講演会を開く際にも開

催者側が通訳依頼をするのが当たり前

な社会になることを願う。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

今後、パンフレットの配付、区ホーム

ページ・区報への掲載等により、関係機

関への条例の周知と理解啓発に努めて

まいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

6 手話は聴覚障害者にとって必要不可

欠なコミニュケーションツールである。

情報社会だからこそ、聴覚障害者にも平

等に正確な情報が遅滞なく届くことが

必要である。そのためには、聴覚障害者

にとっての第一言語である手話で必要

な時に提供される社会を目指すべきだ

と思う。聴覚に障害があるなら、文字情

報があれば事足りると健聴者は考えて

しまうが、日本語を第一言語とする者が

全て英語で書かれた文章で情報を得て

下さいと言われたら学校教育の中で英

語を学んだとしても情報を得ることが

難しいと感じる人が多い。これと同じで

手話を第一言語とする人が文字だけで

情報を得ることは難しい部分もあるこ

とを理解する必要があると思う。健聴者

は話す日本語と文章にした日本語は多

少の違いはあるものの大きく異なるこ

とはない。しかし、手話は独特の文法を

持つ。時間経過も空間を使って瞬時に表

す。文法そのものが違うのである。よっ

て、手話言語条例が成立し、施行される

ことは聴覚障害者が自分たちの言語で

情報が保障されるという大切な意味を

持つ。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

今後、パンフレットの配付、区ホーム

ページ・区報への掲載等により、条例の

周知に努め、手話に対する理解に努めて

まいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

7 手話通訳派遣の対象について。 

対象者を拡大してほしい。現在は障害

者手帳により聴覚障害の認定を受けた

ものが対象だが、それ以外にも聞こえに

困難を感じる難聴者、中途失聴者は多

く、手話通訳、要約筆記者の派遣が受け

られるように制度を拡充するべき。 

 合理的配慮提供に係る費用が過度な

負担となる団体や個人、事業者にも拡充

してほしい。今後、障害を理由とする差

別の解消の推進に関する法律で合理的

配慮の提供が義務化されるが、必ずしも

派遣費用を負担できる企業や団体だけ

ではないので、その場合、区が派遣を認

めるようにしてほしい。 

ろう者、難聴者が連続した就労にかか

る研修や社会福祉士等資格取得のため

の講習会に自費で参加している時、就労

支援、社会参加支援の観点から制度派遣

を認めてもらいたい。 

オンライン会議、講演等に、手話通訳

者、要約筆記者の派遣を制度化してほし

い。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

 

8 手話通訳者の報酬、研修について。 

現在の派遣報酬単価では、長期間の手

話言語の習得にかかった時間や通訳の

労働の専門性に見合っていない。制度派

遣の報酬は、議会通訳報酬、行政依頼の

通訳報酬に準じてほしい。将来の手話通

訳者の確保にもつながる。 

手話通訳者の研修の充実を図ること。

今後、条例施行後に増大する需要に応え

るため、レベルアップが必要である。そ

のための研修指導者の確保や外部講習

会、セミナー等の受講料などの研修費用

を補助してほしい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

9 言語としての手話という文言は、手話

が音声言語と対等な言語であることを

示していることを確認したい。 

 

条例において、手話は言語であること

を示しておりますが、言語間の関係性に

優劣はないと考えております。 

10 新生児スクリーニングで発見された

難聴児は、手話言語を必要とする者であ

る。その子の保護者への情報提供は音声

言語と手話言語の言語発達があること

を、丁寧かつ公平に説明してほしい。 

 

今後、パンフレットの配付、区ホーム

ページ・区報への掲載等により、条例の

周知に努め、手話に対する理解に努めて

まいります。 

 

11 区議会傍聴の情報保障について。 

手話通訳だけでなく要約筆記も加え

てほしい。本会議だけでなく委員会の傍

聴にも付けてほしい。議会の中継には手

話通訳と同時文字表記も付けてほしい。

文字表記は一定の表示時間が必要であ

る。導入には当事者の意見を尊重してほ

しい。 

 

本会議では、誰もが等しく情報取得で

きる環境を整えるため、令和６年９月定

例議会より、本会議場傍聴席（字幕用モ

ニターを設置）及びインターネットライ

ブ中継にて、リアルタイムでの字幕表示

を実施します。 

その他、頂いたご要望につきまして

は、手話言語条例定後、区の動向を踏ま

え、議会内で検討してまいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

12 手話言語条例に基づく施策の実施に

ついて。 

手話言語条例に基づく施策の検討は

地域福祉推進協議会、障害者差別解消支

援地域協議会など記録が公表される場

で検討する必要がある。聴覚障害者団体

は、地域福祉推進協議会及び障害者差別

解消支援地域協議会の構成員でもない

ので、計画策定段階で意見を出すことが

できない。障害福祉課との協議は必要で

あるが、行政の各部署、区民、他の障害

者とも協議してよい計画策定をしたい。 

手話言語に関わる施策を協議する機

関を設置してほしい。手話言語条例に基

づく施策は幅広く募るべきである。手話

言語を必要とする者は区民、学生、就労

している人、各種施設、事業者のサービ

スを利用する人など幅広いからである。 

施策の推進では、市町村障害者計画、

市町村障害福祉計画との整合性をうた

うものの、二つの条例の内容の反映が不

十分である。国の第７期福祉計画基本方

針に基づいて、障害者児福祉計画は、障

害者アクセシビリティ、コミュニケーシ

ョン施策推進法の成立を受けて、意思疎

通支援、情報保障の充実を反映させる必

要がある。 

地域に住む独居高齢聴覚障害者、聴覚

障害者世帯に対して、情報不足のために

各種の高齢者、障害者自立生活支援サー

ビス等の活用が不十分。民生・児童委員、

地域包括支援センター等を通じて、各種

のサービス等の利用を促進するため、相

談支援を手厚くする必要がある。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

なお、次期障害者・児計画における手

話言語条例及び意思疎通促進条例の記

載について検討してまいります。 

ご指摘のとおり、手話言語条例に基づ

く施策の実施にあたっては多くの機関

が関係することから、各関係機関と連携

し、取り組みを進めてまいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

13 緊急時の措置の明記について。 

緊急時の措置について、条例内に明記

してほしい。今年の心身障害者児 及び

その家族との区政を話し合う集いでは、

ろう者に起きた緊急時の状況を生々し

く説明されている。こうした危険と隣り

合わせの聴覚障害者の緊急時の対応が

条例に見当たらない。災害時、緊急時等

の措置として、条例の見出し、文言に反

映してほしい。 

 

手話言語を必要とする者の緊急時の

対応は、施策の推進の「手話言語を必要

とする者が、必要な場面において、手話

言語による情報の取得及び利用並びに

意思疎通を行うための施策」に該当する

と考えております。 

14 全面的に賛同する。手話は言語である

ということを改めて認識した。だれもが

安心して生活できる文京区とするため

に必須の条例と考える。ぜひこの条例を

成立させ、これに沿った施策の具体化を

お願いしたい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

15 大変嬉しく思う。マイノリティの方た

ちの声がやっと届くようである。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

 

16 手話は、聞こえない人たちの言語であ

るということがやっと認められた証の

ように思う。今後、５つの権利を守れる

ようお願いする。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

 

17 多くの方に配布してほしい。最低世帯

に１部は配付してほしい。 

 

条例の周知方法は、パンフレットの配

付、区ホームページ・区報への掲載等を

想定しておりますが、様々なご意見を伺

いながら周知方法を検討して参ります。 

 

18 条例はそもそも読みづらく、理解が難

しい。易しい日本語による注釈を多く付

けてほしい。 

 

条例は、憲法第 94 条、地方自治法第

14 条、第 16 条等に基づき区が法令の範

囲内で議会の議決により制定すること

ができるものです。本条例では、区とし

ての基本理念をお示ししておりますが、

今後、具体的施策の実施にあたっては、

区民へ丁寧に説明してまいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

19 条例制定後の施策が曖昧である。パン

フレット、リーフレットの配布のみでは

理解されないかもしれない。小学校、中

学校での福祉学習等でパンフレットを

使っての説明があると子どもから家庭

へと理解が広がっていく。 

次世代を担う子どもへの働きかけは

未来につながっていくものである。自然

に共生社会が普通の状態であることが

身につく。 

また、企業や地域団体・協会での研修

等も随時開催していくことが望まれる。 

 

ご意見を参考とさせていただき、条例

制定後は、条例の周知啓発のための取り

組みについて検討してまいります。 

20 手話の学習を必要とする子どもたち

が手話を学ぶ場所を考えてほしい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

 

21 「区は、施策の推進、実施状況の点検

及び見直しを行うに当たり、当事者団体

の要望を踏まえ必要があると認めると

きは、当事者団体から意見を聴取する機

会を設けるものとします。」とあるが、日

程の調整だけの問題であれば「必要な時

に協議する」とした方がよい。 

 

当事者団体との意見交換は、現在も定

期又は不定期に行っており、その取組を

参考にしながら実施することを想定し

ております。 

22 ろう者の切実な要望を聞いていると

思われるのでぜひ実現してほしい。 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

 

23 区職員も簡単な手話を学んでほしい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

 

24 条例が実行力のあるものとして各政

策に反映されることを切望する。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

25 小学校、幼稚園などでも手話の学習時

間を作ってほしい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

 

26 区役所閉庁時でも手話通訳派遣等の

対応をしてほしい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

 

27 区職員の聴覚障害者への理解を促進

し、簡単な手話を習得するための研修を

必ず実施してほしい。 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

 

28 

29 

ろう者、聴覚障害者が、地域行事やボ

ランティアなど様々な活動に参加しや

すいようにサポートすることが普段か

らの交流や防災などにも役立つ。 

（同要旨の意見１件） 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

 

30 視覚障害と異なり、聴覚障害は一見し

て分かりづらく、身近にいないと思われ

がちであり、近隣に住んでいることに気

づきにくい。そのため、聴覚障害者と接

する機会も少なく、自身の周りのことと

思われないことが多い。 

救急や警察を呼びたい状況の時、災害

時など、急を要する場合に近くの者がろ

う者の助けになればよい。そのために

は、日頃から聴覚障害者と交流を持つこ

とが必要である。簡単な手話でも構わな

いので、挨拶を交わす間柄になることで

いざという時の頼りになることができ

る。 

条例が制定されても条例を活用して

実際に障害者の役に立つ、生きた条例、

活かされる条例にならなくてはならな

い。障害者、高齢者に接する機会の多い

民生・児童委員にも周知して、活用され

るよう、今後のフォローを期待してい

る。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

31  子どもの時に口話教育を受けていた。

母と手話言語で話している時に先生か

ら口話で話さなければいけないと厳し

く言われた。娘と手話言語で話している

時にみっともないから２階に上がるよ

うにと母から言われた。私にとって手話

言語は大事なものである。 

（手話通訳者の協力を得て内容確認を

行った手話言語による意見等） 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

なお、手話言語条例は、手話言語が過

去に使用が制約されてきた歴史があり、

手話が言語として認められなかったこ

と等により、手話言語を必要とする方は

多くの不便や不安を感じながら生活し

てきたことを踏まえ、手話言語を必要と

する方が安心して生活できる地域社会

を実現することを制定の目的としてお

ります。 

 

32 娘と息子は聴者である。文京区で有名

な方に手話通訳で助けていただき、出産

した。病院には手話通訳者を伴って通院

している。 

ある時、道で転んでしまい、病院に行

った。病院では筆談で質問されたが、内

容が分からなかった。内容が分からなか

ったが、分かったかのような反応をし

た。入院中は手話通訳者を呼べず、筆談

で質問されたが、内容は理解できなかっ

た。 

（手話通訳者の協力を得て内容確認を

行った手話言語による意見等） 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

なお、手話言語条例は、手話言語を必

要とする方が安心して生活できる地域

社会を実現することを制定の目的とし

ており、施策の推進において、区は、手

話言語を必要とする方が手話言語を利

用しやすい環境を整備するための取組

に対して必要な施策を講ずるよう努め

るものとしております。 

33 私はろう者である。聴こえないので、

協力をお願いしたい。怖いと思うのは、

例えば、車の音が聞こえないので、車が

後ろから急に来た時や火事の時である。

そういった時に皆さんに協力をお願い

したい。 

（手話通訳者の協力を得て内容確認を

行った手話言語による意見等） 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

なお、手話言語条例は、手話言語を必

要とする方が安心して生活できる地域

社会を実現することを制定の目的とし

ており、施策の推進において、区は、手

話言語を必要とする方が、必要な場面に

おいて、手話言語による情報の取得及び

利用並びに意思疎通を行うための施策

を推進するものとしております。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

34 子どもの頃、学校で口話を読み取る試

験があったが、読み取れていないと先生

から回答を返された。文章を書くときは

母に助けてもらいながら書いていた。母

は聴者なので母とは筆談で話していた。

手話言語により話したかった。 

昔、手話言語は手真似といわれてい

た。息子が小さいときに事故にあった。

警察が来たが、手話言語で話ができない

ので、母が対応した。 

区役所の受付は手話で対応してほし

い。区長や区役所の職員も手話で挨拶だ

けでもしてほしい。そこから手話ができ

る方が増えていくといい。条例が制定さ

れ、手話言語が普及していけばいいと思

う。 

（手話通訳者の協力を得て内容確認を

行った手話言語による意見等） 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

なお、手話言語条例は、手話言語が過

去に使用が制約されてきた歴史があり、

手話が言語として認められなかったこ

と等により、手話言語を必要とする方は

多くの不便や不安を感じながら生活し

てきたことを踏まえ、手話言語を必要と

する方が安心して生活できる地域社会

を実現することを制定の目的としてお

り、施策の推進において、区は、手話言

語に対する理解の促進及び手話言語の

普及に関する施策を推進するものとし

ております。 

 

 ⑵ 意思疎通促進条例の基本的な考え方についての意見等 

No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

1 「働く人及び学ぶ人」は「区内におい

て働く人及び学ぶ人」のほうがよい。 

 

ご指摘いただいた事項については、

ご意見として承ります。 

2 「代読、ICT」は「代読又は ICT」のほ

うがよい。 

 

ご指摘いただいた事項については、

ご意見として承ります。 

3 「区が行うべきこと又」は「区が行う

べきことまた」のほうがよい。 

 

ご指摘いただいた事項については、

ご意見として承ります。 

4 「手話は言葉」ということをすべての

人に知ってほしい。手話で話すのは恥ず

かしいことではない。聴覚障害の方々の

大切なもの（言葉）である。 

制定後、多くの人が手話を知り、情報

保障の手段が増え、聴覚障害者の生活が

楽になることを願う。 

 

ご指摘いただいた事項については、

ご意見として承ります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

5 条例の文言は難しく、なかなか具体的

にイメージすることが難しい。形だけの

もので終わらせないために、具体的な事

例に落とし込んでわかりやすく周知し

ていくことが必要だと思う。 

 

本条例では、区としての基本理念を

お示ししておりますが、今後、具体的

施策の実施にあたっては、区民へ丁寧

に説明してまいります。 

6 東日本大震災等、昨今の大きな災害

でも、障がい者が情報から取り残され

ていると感じる。これから高齢者が

益々増えていくことを考えても、大切

な条例だと思う。様々な技術の進化に

伴い、ITを使った事業も増えていくこ

とが予想されるが、やはりアナログな

支援も必要だと思う。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

7 障害者の範囲を限定しないこと。 

障害者は機能障害を持つものと社会

との相互作用で何らかの制限を受ける

ものとすれば、書籍を持てない重度障害

者や認知症、高次脳機能障害者、発達障

害者等に適切な方法、メディアで受信、

利用できるように配慮が必要である。 

 

本条例における障害者の定義は、障

害者基本法第二条第一号に規定する障

害者としているため、当該定義に該当

するならば、障害者手帳所持者以外の

方も含まれると考えており、その趣旨

に則り区としても施策の検討を行って

まいります。 

8 条例の内容を広く周知してほしい。多

くの障害、心身機能の低下をした方に

も、一時的に情報の入手が困難になる環

境での配慮も必要なことから多くの区

民に関わる条例である。様々な関係者、

識者、事業者等に周知してほしい。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

今後、パンフレットの配付、区ホーム

ページ・区報への掲載等により、関係機

関への条例の周知と理解啓発に努めて

まいります。 

 

9 施策の推進では、市町村障害者計画、

市町村障害福祉計画と整合性をうたう

ものの、二つの条例の内容の反映が不十

分である。国の第７期障害福祉計画基本

方針に基づいて、障害者児福祉計画は、

障害者情報アクセス法の成立を受けて、

意思疎通支援、情報保障の充実を反映さ

せる必要がある。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

なお、次期障害者・児計画における

手話言語条例及び意思疎通促進条例の

記載について検討してまいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

10 同一の情報を同一の時点で提供とあ

るため、手話言語への翻訳により、ろ

う者が区 HP、区報などの区の情報にア

クセスする方法を増やすこと。 

区報には必ずファックス番号や電子

メール（ウェブ経由）による連絡先を

掲載すること。 

 

障害者や高齢者を含むすべての閲覧

者にとって見やすく、使いやすい HPを

提供するため、日頃よりウェブアクセ

シビリティの維持、向上に努めている

ところです。区 HPは、およそ 8,000ペ

ージにも及ぶページが存在し、日々情

報の更新と発信を行っておりますが、

即時に手話言語に翻訳することは技術

的に難しいのが現状です。来年度、JIS 

X 8341-3:2016の改正が予定されてお

り、新基準が追加された際は、区 HPに

おいても、JISの達成基準を満たすべく

ウェブアクセシビリティへの対応を進

めてまいります。 

なお、区報ぶんきょうは毎月 10日と

25日に発行しておりますが、紙面は計

８面あり膨大な情報量となっていま

す。区報原稿が確定した後、区報発行

までは１週間程度しかないため、全掲

載記事について手話通訳を行うことは

時間的に難しい状況です。 

また、区報に掲載できる文字量には

限りがあるため、全ての記事にファッ

クス番号及び電子メールを掲載するこ

とは出来かねますが、記事の対象者を

考慮した上で適宜ファックス番号及び

電子メールを掲載いたします。 

 

11 できる限りという言葉が入っている

が、行政の裁量に任せるという意味では

なく、物理的に不可能、巨額の経費がか

かるというような場合以外、即時実施さ

れなければならないと意味することを

確認してほしい。 

 

基本理念における「可能な限り」と

いう文言は、社会通念に基づき解釈し

た旨を指すと考えております。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

12 区役所、地域活動センター等の受付等

にヒアリングループ、音声文字表示装

置、個別音声拡大装置の設置を図ってほ

しい。 

難聴の高齢者等の集まりに音声字幕

表示装置の貸出しを図ってほしい。公共

の会議室で貸出しができるようにして

ほしい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具

体的な施策については、条例の趣旨を

踏まえ、検討してまいります。 

13 災害時、緊急時の聴覚障害者の情報伝

達システムを検討してほしい。防災無線

が聞こえず不安が強い。各種のシステム

が実用段階にあるので、当事者とともに

検証してほしい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具

体的な施策については、条例の趣旨を

踏まえ、検討してまいります。 

14 聴覚障害者緊急時の通報システムの

対象者拡大。 

独居聴覚障害者が自宅で倒れて通報

もできず、発見が遅れ、間一髪で救出さ

れた実例がある。聴覚障害者に緊急通報

システムの給付制度が必要である。 

独居聴覚障害者のみならず、聴覚障害

者のみの世帯、昼間聴覚障害者のみの世

帯にも拡大してほしい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具

体的な施策については、条例の趣旨を

踏まえ、検討してまいります。 

15 条例に基づく要望や施策を検討する

ためには幅広い対象者、利用者など関係

者が多い。既存の障害者団体等に関わら

ず、関係者の集まる場が必要である。 

また、要望や対策を検討する当事者と

専門家によるワーキングチームが必要

である。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具

体的な施策については、条例の趣旨を

踏まえ、検討してまいります。 

16 情報の入手と利用、意思疎通支援には

人材の確保が重要である。手話通訳者、

音訳者、場面解説者、失語症支援員等の

介助員の養成、研修の充実を図ること。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具

体的な施策については、条例の趣旨を

踏まえ、検討してまいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

17 賛同する。ぜひこの考え方に沿った施

策の具体化をお願いしたい。 

そのうえで、対象者は障害者基本法の

第２条第１号に該当するものとのこと

で、障害者手帳を有しているもののみな

らず、多くの高齢者を含む、難聴や視力

障害のある者、認知症のある者等も対象

となるものと推察される。その旨を基本

的な考え方に明記していただけないか

と考える。この基本的な考え方を一読し

た限りでは、自分は障害者でないから、

対象外と考える方が出ることを懸念す

る。 

 

手話言語条例の基本的な考え方及び

意思疎通促進条例の基本的な考え方に

おける障害者の定義である「障害者基本

法（昭和四十五年法律第八十四号）第二

条第一号に規定する障害者」について、

「身体障害、知的障害、精神障害(発達障

害を含む。)その他の心身の機能の障害

(以下「障害」という。)がある者であつ

て、障害及び社会的障壁（障害がある者

にとつて日常生活又は社会生活を営む

上で障壁となるような社会における事

物、制度、慣行、観念その他一切のもの

をいう。）により継続的に日常生活又は

社会生活に相当な制限を受ける状態に

あるもの」に修正します。 

 

18 過日、補聴器の購入を検討したら、余

りの高額に驚いた。また、補聴器の購入

に係る補助は制限が多く、少額であり、

文京区は 23 区の中でも補助が遅れてい

ることが分かった。ぜひ補聴器の購入費

用の所得制限をなくし、かつ額を引き上

げていただく、又は補聴器それ自体の給

付をお願いしたい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

19 聴こえ問題の大事さを各自が認識で

きるよう、自治体健診に聴力検査を入れ

ていただきたくお願いしたい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、検討してまいります。 

20 区報は、密度の高い貴重な情報源であ

るが、特に文字が小さく、高齢者にとっ

ては読みづらいのではないかと考える。

ぜひもう少し文字を大きく、読みやすい

紙面への改良をお願いする。基本的な考

え方に沿った施策が具体化することを

切望している。 

 

いただいたご意見を踏まえ、誰もが読

みやすい区報となるよう、検討してまい

ります。 

21 障害者全ての人に有意義な条例にな

ることを願う。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

22 文京区民チャンネル、同インターネッ

ト動画配信等に手話通訳のワイプをつ

けてほしい。すでに字幕がついているの

で、個人的には内容を掴みやすいと思う

が、中には文章を読むのを苦手とする人

もいる。そのような人たちが、同等の情

報を得て、生活に役立てられるよう、生

活を楽しめるよう、配慮をお願いした

い。 

 

文京区民チャンネルでは、街歩きや

健康、防災に関する番組などを毎日４

回、手話通訳を追加した１０分間の番

組として放送しております。これらの

番組における手話通訳は、区内の聴覚

障害者が理解しやすいよう、区内の手

話通訳団体に委託し、区在住の聴覚障

害者向けに簡略化するなどの工夫を行

っております。 

そのため、ＹｏｕＴｕｂｅによる動

画配信については、他地域に在住の聴

覚障害者等が視聴した場合に誤解を招

く可能性があることから、手話通訳者

の賛同が得られず行っておりません

が、いただいたご意見を踏まえ、引き

続き手話通訳団体と協議を重ねてまい

ります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

23 区報に載っているような様々な講座

に、文字通訳である要約筆記の全体投影

を付けてほしい。 

いろいろな講座や催し物があり、中に

は参加してみたいと思うものもあるが、

自分ひとりのために手話通訳や要約筆

記の派遣をお願いするのも気が引ける。 

高齢社会のため、耳が遠くなり、補聴

器を使い始める人は多い。しかし、補聴

器をつけても、健康な耳に戻ることはな

いため、周囲の人とのコミュニケーショ

ンに不全感を感じることが少なくない。

そのため、積極的に外に出ていく意欲も

持ちづらくなってしまう。 

中途失聴・難聴者、そして高齢難聴者

にとっては、慣れ親しんだ文字で内容が

つかめることはとても大切である。さら

に、講師が冗談を言えば、周りの人と同

時に笑える嬉しさを感じられる。こうし

たことで、自分が周囲から取り残されて

いないと実感し、安心感を覚えることが

できるため、ぜひとも文字通訳を付けて

ほしい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具

体的な施策については、条例の趣旨を

踏まえ、検討してまいります。 

24 高齢者のための手話体験会を継続し、

定期的に開催してほしい。この秋、江戸

川橋の総合福祉センターで高齢者のた

めの手話体験会が開かれた。聞こえづら

いという同じような体験をしている

方々が集まり、簡単な手話を学んだよう

である。これを継続し、要約筆記の全体

投影付きで、定期的に開催してほしい。

三田にある東京都障害者福祉会館でも

都主催の講座が開かれているが、夜間の

開催のため、高齢者は通うのが難しい人

もいる。地元で開催するメリットは大き

いと感じる。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具

体的な施策については、条例の趣旨を

踏まえ、検討してまいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

25 「教育・教養が大切」という言葉があ

る。文字通りの意味だけではなく、人生

を楽しむには、「今日、行くところがあ

る。今日、用があることが大切」という

意味だと聞く。日常生活の中で、聞こえ

の状態に関係なく、豊かな人生を送るこ

とができるよう、配慮をお願いしたい。 

 

ご指摘いただいた事項については、

ご意見として承ります。 

 

⑶ ⑴または⑵の指定なしの意見 

  なし 
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４ 区民説明会（第１回）での意見等 

⑴ 手話言語条例の基本的な考え方についての意見等 

No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

1 ろう者でない者の視点は含まれてい

るのか。 

条例制定の背景・趣旨において「全て

の者」、基本理念において「全ての人」に

ついて言及しており、含まれていると考

えております。 

 

2 現在、手話通訳者派遣依頼ができるの

は身体障害者手帳を所持している聴覚、

音声・言語機能障害者と聴覚障害者団体

のうち、事前に登録をした者であるが、

条例が制定されることにより、現在、手

話通訳者派遣依頼の対象者でない者も

派遣依頼ができるようになるのか。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、今後検討してまいります。 

 

3 手話通訳を必要とする医師等も手話

通訳者の派遣を依頼できるようにする

べき。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、今後検討してまいります。 

 

4 「手話言語に関する情報及び学習の

機会を提供する」とあるが、具体的な取

組について教えてほしい。 

 

現在、文京区社会福祉協議会と区との

共催により手話講習会を実施しており

ます。 

なお、今後については、ご意見を参考

とさせていただき、具体的な施策につい

て、条例の趣旨を踏まえ、検討してまい

ります。 

 

5 ろう児の保護者が学校で学ぶことを

想定しているのか。 

就学児でなければ学校で学ぶことは

ないと考えておりますが、出生児がろう

児であり、ろう児本人が手話言語を獲得

するとともに、ろう児の保護者も手話言

語を習得していく必要がある場合に、学

習の機会が得られる必要性はあると考

えております。 

ご意見を参考とさせていただき、今

後、具体的な施策については、条例の趣

旨を踏まえ、今後検討してまいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

6 保護者が手話言語を学ぶ機会がある

ことを伝える場が求められている。保護

者が手話言語を学ぶ機会の情報に触れ

ることができるようにしてほしい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、今後検討してまいります。 

また、施策を実施する際には適切に周

知してまいります。 

 

7 防災訓練は避難所で行われるが、自宅

から避難所に向かう訓練が行われてい

ないため、自宅から避難所に向かう訓練

を行ってほしい。 

 

現在、区では、区立小・中学校等にお

いて、避難所総合訓練を実施し、地域の

方に避難所の開設や運営の様子等をご

覧いただいており、過去の訓練では、避

難所運営協議会とも協議しながら、避難

行動要支援者の避難誘導訓練等も行っ

ております。 

現時点では、自宅から避難所に向かう

訓練を実施する予定はございませんが、

区民に対し、日頃から避難所への避難ル

ートの確認等について周知啓発に努め

るとともに、地域において避難所への避

難訓練等が行われる場合は、必要に応

じ、その活動を支援してまいります。 

 

8 ろう者用の避難所を設置し、手話通訳

者、意思疎通支援機器を当該避難所にの

み設置することで、手話通訳及び意思疎

通支援の負担を軽減することができる。 

 

区では、避難所は町会ごとに割り当て

ており、高齢者や障害者等の要配慮者に

対しては、要配慮者スペースを確保する

等、状況に応じた支援を行うこととして

おります。 

また、避難所において、障害者等の要

配慮者が円滑なコミュニケーションを

取れる環境を構築するため、当事者とし

ての意見を伺った上で、備蓄物資の選定

を行っております。手話通訳の負担軽減

等、今後も関係団体と避難所における障

害者支援に関する課題について意見交

換を行いながら、避難所の環境の充実に

努めてまいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

9 ろう者は、自宅から避難所へ移動する

必要がある場合の情報を受け取ること

ができないことを把握してほしい。 

 

避難指示等の情報伝達手段として防

災行政無線による音声での周知のほか、

文京区防災アプリや防災情報一斉通知

アプリなどの文字情報での周知も同時

に行っております。スマートフォン等を

お持ちの方は、防災アプリをダウンロー

ドしていただき、プッシュ通知機能を利

用することで、避難情報、避難所開設情

報、被害情報等を迅速に入手することが

可能となります。 

 

10 災害時に最も重要なのは地域による

共助である。地域にろう者がいることが

地域内で知られていないため、町会等に

ろう者が参画して、ろう者がいる世帯が

地域内で知られるようになると、災害時

にろう者の避難を地域で支援すること

ができる。ろう者が地域にいることを、

民生・児童委員、町会等に知ってもらう

ための場をつくってほしい。 

 

 区では、災害対策基本法の規定に基づ

き、障害者等の避難行動要支援者の名簿

を作成し、本人の同意がある場合は町会

等に情報提供しております。災害時には

名簿を活用して地域において避難行動

要支援者の所在を把握することができ

るものと考えております。 

11 災害時に避難行動要支援者名簿を活

用できる者が、必ず避難行動要支援者の

支援にあたることができる保証はない。

そのため、避難行動要支援者が生活する

地域の住民が避難行動要支援者の所在

を把握し、災害時に支援できるようにす

るべき。町会等の会議にろう者と手話通

訳者が参加し、顔見知りになっておくこ

とで災害時に町会等がろう者の支援に

あたることができるようになる。 

 

このような課題に対応することは重

要であると考えております。ご意見を参

考とさせていただき、具体的な施策につ

いては、条例の趣旨を踏まえ、検討して

まいります。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

12 ろう者の自宅を訪ねる際にどのよう

にろう者と接したらよいかわからない

ことがある。条例が制定されることによ

り、現在、手話通訳者の派遣依頼を行う

ことができる者以外も派遣依頼を行う

ことができるようになり、積極的にろう

者を訪ねていけるようになるのではな

いかと考えている。 

 

 ご意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 

13 「施策の推進、実施状況の点検及び見

直しを行うに当たり、（中略）当事者団体

から意見を聴取する機会を設けるもの

とします。」とあるが、当事者団体に文京

手話会は含まれるか。 

 

含まれると考えております。 

 

 ⑵ 意思疎通促進条例の基本的な考え方についての意見等 

   なし 

 

 ⑶ ⑴または⑵の指定なしの意見 

No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

1 条例は、区政を行ううえで何よりも

重視するべきなのか。 

条例は、憲法第 94 条、地方自治法第

14 条、第 16 条等に基づき区が法令の範

囲内で議会の議決により制定すること

ができるものです。この度の条例は、手

話言語及び障害者による情報の取得及

び利用並びに意思疎通の促進に関し、区

の理念を明らかにすることを目的とし

ております。 

 

2 文京区の基本構想を定める条例があ

るならば当該条例と手話言語条例及び

意思疎通促進条例のどちらが優先され

るのか。 

 

区の基本構想は、条例とは別に定め

ております。基本構想は、区の目指す

べき将来都市像を明らかにし、その実

現に向けた、区政運営の理念を示すも

のです。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

3 条例制定後は、病院等に情報を提供

するだけでなく、区民、事業者等の各

主体が自身の責務について考えるよう

な周知をしてほしい。 

条例の周知方法は、パンフレットの

配付、区ホームページ・区報への掲載

等を想定しておりますが、当事者団体

と意見交換をしながら周知方法を検討

してまいります。 

 

4 次期障害者・児計画に手話言語条例

及び意思疎通促進条例について記載し

てほしい。 

 

 次期障害者・児計画における手話言

語条例及び意思疎通促進条例の記載に

ついて検討してまいります。 

5 障害者は、障害者手帳所持者だけで

なく、生活の中で支障がある方も含ま

れるのか。 

 

 障害者の定義は、障害者基本法第二

条第一号に規定する障害者としている

ため、当該定義に該当するならば、障

害者手帳所持者以外の方も含まれると

考えております。 
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５ 区民説明会（第２回）での意見等 

⑴ 手話言語条例の基本的な考え方についての意見等 

No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

1 どのような施策を実行していくのか。 

 

条例では、区としての方向性をお示し

しておりますが、具体的な施策について

は、条例の趣旨を踏まえ、今後検討して

まいります。 

 

2 区民は具体的に何をすればいいのか。 

 

区民の責務に基づき、区民の方々に

は、基本理念に対する理解を深め、区が

推進する施策に協力するよう努めてい

ただきたいと考えております。 

 

3 文京区の手話言語条例ならではの特

徴は何か。 

基本理念において手話言語を必要と

する者の５つの権利を述べている点、施

策の推進において具体的な施策につい

て述べている点が特徴であると考えて

おります。 

 

4 手話言語を必要とする者におけるろ

う者、難聴者、中途失聴者等の「等」に

は、どのような者が含まれるか。 

 

手話言語を必要とする者のうち、ろう

者、難聴者、中途失聴者に該当しない方

もいるため、そのような方々が含まれる

と考えております。 

 

5 災害時等における措置の現状として

行っていることは何か。 

 

現在、全ての避難所において筆談ボー

ドを備蓄しているほか、各避難所に配備

しているタブレット端末で手話通訳と

のテレビ電話が可能となっており、コミ

ュニケーションが図れる体制を 365 日

（毎日 8時～20時まで）整えています。 

この他、手話通訳ができる団体と手話

通訳の派遣等、災害時における相互協力

に関する協定の締結に向け、協議を進め

ているところであり、可能な限り日常に

近い生活を送れるよう努めております。 
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No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

6 手話通訳者になるための講習会が終

わった後は手話通訳者自身で学ぶ場を

探す必要があり、その訓練をするために

膨大な時間がかかり、金銭的な支援が必

要となる。手話言語に関する情報及び学

習の機会を提供するための施策として、

手話通訳者への支援が必要である。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

なお、現在、手話通訳者の養成事業を

文京手話会との共催により実施してお

りますが、具体的な施策については、条

例の趣旨を踏まえ、検討してまいりま

す。 

7 「当事者団体の要望を踏まえ必要が

あると認めるときは」とあるが、必要と

認めないときは意見を聴取しないと捉

えられる。当事者団体から要望があると

きはいつでも意見を聴取する機会を設

ける旨に変更するべき。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

なお、「必要があると認めるとき」は、

条例作成時の表現方法としての記述と

なります。 

8 当事者団体に属さないろう者からも

意見を聴取する機会を設けるべき。 

 

当事者団体に属さない障害者の意見

は、区の窓口や関係機関等への相談のほ

か、日々の支援の中で把握し、施策の推

進のために必要な意見については活用

していきたいと考えております。 

 

9 地域福祉推進協議会障害者部会、障害

者差別解消支援地域協議会において、部

会員または委員でないろう者から意見

を聴取するべき。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

10 条例の施行後、何も変わらないと条例

を施行した意味がない。具体的な施策が

実現され、条例が制定されてよかったと

実感したい。条例制定後も当事者団体と

の意見交換は行ってほしい。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

なお、当事者団体との意見交換は、現

在も定期又は不定期に行っております

ので、引き続き実施してまいります。 

11 区役所職員と区長は手話で挨拶して

ほしい。区役所１階受付の職員は手話に

より対応してほしい。災害時等は音声だ

けでなく、動画、字幕により情報提供し

てほしい。 

 

ご意見を参考とさせていただき、具体

的な施策については、条例の趣旨を踏ま

え、今後検討してまいります。 
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12 昔は口話教育が行われており、手話を

使っていると周囲から怒られた。手話を

使うと奇異な目で見られた。手話を覚え

ないと日本語が覚えられない。物の用途

がわからない。自分の名前も分からない

まま育った。手話を使いながら育ってい

くことが重要である。コミュニケーショ

ンの方法として手話言語が必要である

ということを理解してほしい。 

 

ご指摘いただいた事項については、ご

意見として承ります。 

 

 ⑵ 意思疎通促進条例の基本的な考え方についての意見等 

No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

1 とある高齢者から、高齢によって難聴

になり、視力も下がり、講演会に参加し

ても内容が分かりにくいという話を聞

いた。障害者以外の情報保障についても

条例の対象としてほしい。 

 

ご指摘いただいた事項については、

ご意見として承ります。 

2 「障害者は、可能な限り、障害者でな

い者が取得する情報と同一の内容の情

報を同一の時点において取得すること

ができなければなりません。」とされて

おり、この文言は障害者による情報の取

得及び利用並びに意思疎通に係る施策

の推進に関する法律（以下、「障害者情報

アクセス法」という。）の条文と同趣旨で

あるが、区として障害者情報アクセス法

の趣旨に則って施策を推進していくと

いう意思の表れと捉えてよいか。 

 

条例の内容にかかわらず、区として

障害者情報アクセス法に則った対応を

行ってまいります。 

 

 ⑶ ⑴または⑵の指定なしの意見 

No. 意見等（要旨） 区の考え方等 

1 区民、事業者への条例の周知方法はど

のように行うのか。 

 

条例の周知方法は、パンフレットの配

付、区ホームページ・区報への掲載等を

想定しておりますが、当事者団体と意見

交換をしながら周知方法を検討してま

いります。 
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2 事業者には個人で活動している NPO等

も含まれるか。 

 

含まれると考えております。 

3 事業者に条例の意義を周知する際は、

幅広い事業者に周知を行ってほしい。 

 

条例の周知方法は、パンフレットの配

付、区ホームページ・区報への掲載等を

想定しておりますが、当事者団体と意見

交換をしながら周知方法を検討してま

いります。 

 

 


